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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の受信機においてブロードキャストメッセージをフィルタ
リングする方法において、
ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の受信機においてブロードキャストメッセージを受信するこ
とと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージに１つ以上のフィルタリング基準を適用す
ることであって、前記フィルタリング基準は、前記受信機に接続された脱着可能なモジュ
ールに記憶された設定により定義され、前記１つ以上のフィルタリング基準は、すべての
ブロードキャストメッセージは受信可能である、ブロードキャストメッセージは受信可能
でない、またはサービステーブルにプログラムされたエントリのためのブロードキャスト
メッセージのみが受信可能であることを示すネットワーク構成設定を備え、前記サービス
テーブルは、複数のエントリを備え、各エントリは、情報ブロードキャストサービスカテ
ゴリ、前記情報ブロードキャストサービスカテゴリの言語、および前記エントリの受信ま
たは非受信のユーザー選択を備えることと、
　前記受信したブロードキャストメッセージが前記１つ以上のフィルタリング基準により
フィルタリングされていないなら、前記受信したブロードキャストメッセージを処理する
ことであって、前記すべてのブロードキャストメッセージが受信可能である、前記ブロー
ドキャストメッセージが受信可能でない、およびサービステーブルにプログラムされたエ
ントリのためのブロードキャストメッセージのみが受信可能であることを選択的に含むメ
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ッセージが供給されるように、前記ネットワーク構成設定が設定されることとを備えた方
法。
【請求項２】
　前記ネットワーク構成設定は、前記脱着可能モジュール内の第１基本ファイルに記憶さ
れる、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のフィルタリング基準は、ユーザーが決定したフィルタリング基準を含む
、請求項１の方法
【請求項４】
　前記ユーザーが決定したフィルタリング基準は、すべてのブロードキャストメッセージ
が受信される、ブロードキャストメッセージが受信されない、または、サービステーブル
内にプログラムされたエントリのためのブロードキャストメッセージのみが受信されるこ
とを示すユーザー構成設定によって定義される、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記ユーザー構成設定は、前記脱着モジュール内の第２基本ファイルに記憶される、請
求項４の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上のフィルタリング基準は、ユーザーの好みに対してユーザーが選択した基
準を含む、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記ユーザーが選択したフィルタリング基準は、情報ブロードキャストサービスカテゴ
リ、サービスカテゴリ言語の組み合わせ、またはサービスカテゴリ言語優先度の組み合わ
せに基づいてブロードキャストメッセージのフィルタリングを可能にする、請求項６の方
法。
【請求項８】
　前記ユーザーが選択したフィルタリング基準は前記サービステーブル内にプログラムさ
れたエントリに適用する、請求項６の方法。
【請求項９】
　前記サービステーブル内の各エントリは、情報ブロードキャストサービスカテゴリと言
語の固有の組み合わせに相当する、請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記サービステーブル内の各エントリはユーザーにより選択することができ、または選
択することができず、前記サービステーブルが使用のためにイネーブルになるなら、選択
されたエントリのためのブロードキャストメッセージのみが処理されてもよい、請求項８
の方法。
【請求項１１】
　前記サービステーブルおよびユーザーが選択したフィルタリング基準は、前記脱着可能
なモジュール内の第３の基本ファイルに記憶される、請求項８の方法。
【請求項１２】
　受信したブロードキャストメッセージの重複を検出することをさらに備え、前記受信し
たブロードキャストメッセージは、重複が検出されない場合にのみ処理される、請求項１
の方法。
【請求項１３】
　前記ＣＤＭＡ通信ネットワークはＡＮＳＩ－４１を実施するｃｄｍａ２０００ネットワ
ークである、請求項１の方法。
【請求項１４】
　ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の移動局においてブロードキャストメッセージをフィルタ
リングする方法において、
ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の移動局においてブロードキャストメッセージを受信するこ
とと、
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サービスプロバイダーにより課されたフィルタリング基準を前記受信したブロードキャス
トメッセージに適用することと、
ユーザーが決定したフィルタリング基準を前記受信したブロードキャストメッセージに適
用することと、
ユーザーが選択したフィルタリング基準を前記受信したブロードキャストメッセージに適
用することであって、前記フィルタリング基準は前記移動局に接続された脱着可能なモジ
ュールに記憶されることと、および
前記受信したブロードキャストメッセージが前記フィルタリング基準によりフィルターさ
れないなら前記受信したブロードキャストメッセージを処理することであって、前記サー
ビスプロバイダーが課したフィルタリング基準は、ネットワーク構成設定により定義され
、すべてのブロードキャストメッセージが受信可能である、ブロードキャストメッセージ
は受信可能でない、およびサービステーブル内にプログラムされたエントリのためのブロ
ードキャストのみが受信可能であることを選択的に含むメッセージが供給されるように、
前記ネットワーク構成が設定されることとを備えた方法。
【請求項１５】
　前記サービスプロバイダーが課したフィルタリング基準は、ネットワーク構成設定によ
り定義され、前記ユーザーが決定したフィルタリング基準はユーザー構成設定により定義
され、前記ユーザーが選択されたフィルタリング基準はサービステーブル内でプログラム
されたエントリに対して定義される、請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記ネットワーク構成設定、ユーザー構成設定、およびサービステーブルは、脱着可能
なモジュール内の１つ以上の基本ファイルに記憶される、請求項１５の方法。
【請求項１７】
　ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の受信機においてブロードキャストメッセージをフィルタ
ーするために使用されるネットワーク構成設定をプログラムする方法において、
前記ＣＤＭＡ通信ネットワーク内の受信機にプログラムされる前記ネットワーク構成設定
を運ぶメッセージを移動局とサービスプロバイダの間で交換することであって、前記受信
機のためのネットワーク構成設定は、すべてのブロードキャストメッセージが受信可能で
ある、ブロードキャストメッセージが受信可能でない、またはサービステーブル内のプロ
グラムされたエントリのためのブロードキャストメッセージのみが受信可能であることを
示し、
　すべてのブロードキャストメッセージが受信可能である、ブロードキャストメッセージ
が受信可能でない、およびサービステーブル内にプログラムされたエントリのためのブロ
ードキャストメッセージのみが受信可能であることを選択的に含むメッセージが供給され
るように前記ネットワーク構成が設定されることを備えた方法。
【請求項１８】
　ＣＤＭＡ通信ネットワークにおいてブロードキャストメッセージを受信し、
　１つ以上のフィルタリング基準を前記受信したブロードキャストメッセージに適用する
ことであって、前記フィルタリング基準は、脱着可能なモジュールに記憶された設定によ
り定義され、前記１つ以上のフィルタリング基準は、すべてのブロードキャストメッセー
ジが受信可能である、ブロードキャストメッセージが受信可能でない、サービステーブル
内にプログラムされたエントリのためのブロードキャストメッセージのみが受信可能であ
ることを示すネットワーク構成設定を備え、前記サービステーブルは複数のエントリを備
え、各エントリは、情報ブロードキャストサービスカテゴリ、情報ブロードキャストサー
ビスカテゴリの言語、および前記エントリの受信または非受信のユーザー選択を備え、
　前記受信したブロードキャストメッセージが前記１つ以上のフィルタリング基準により
フィルターされないなら前記受信したブロードキャストメッセージを処理し、
　すべてのブロードキャストメッセージが受信可能である、ブロードキャストメッセージ
が受信可能でない、およびサービステーブル内にプログラムされたエントリのためのブロ
ードキャストメッセージのみが受信可能であることを選択的に含むメッセージが供給され
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るように前記ネットワーク構成が設定される、
デジタル情報を解釈することができるデジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）に通信可能に接
続されたメモリ。
【請求項１９】
　入力されるブロードキャストメッセージをフィルターするように動作可能な、ＣＤＭＡ
通信ネットワーク内の装置において、
　前記ＣＤＭＡ通信ネットワークにおいてブロードキャストメッセージを受信する手段と
、
　１つ以上のフィルタリング基準を前記受信したブロードキャストメッセージに適用する
手段であって、前記１つ以上のフィルタリング基準は、すべてのブロードキャストメッセ
ージが受信可能である、ブロードキャストメッセージが受信可能でない、サービステーブ
ル内にプログラムされたエントリのためのブロードキャストメッセージのみが受信可能で
あることを示すネットワーク構成設定を備え、前記サービステーブルは複数のエントリを
備え、各エントリは、情報ブロードキャストサービスカテゴリ、情報ブロードキャストサ
ービスカテゴリの言語、および前記エントリの受信または非受信のユーザー選択を備える
手段と、
　前記フィルタリング基準を示す設定を記憶する脱着可能なモジュールと、
　前記受信したブロードキャストメッセージが１つ以上のフィルタリング基準によりフィ
ルターされないなら前記受信したブロードキャストメッセージを処理する手段とを備え、
　すべてのブロードキャストメッセージが受信可能である、ブロードキャストメッセージ
が受信可能でない、およびサービステーブル内にプログラムされたエントリのためのブロ
ードキャストメッセージのみが受信可能であることを選択的に含むメッセージが供給され
るように前記ネットワーク構成が設定される、装置。
【請求項２０】
　前記１つ以上のフィルタリング基準は、ユーザー構成設定により定義されたユーザーが
決定したフィルタリング基準を含む、請求項２２の装置。
【請求項２１】
　前記１つ以上のフィルタリング基準は、情報ブロードキャストサービスカテゴリ、サー
ビスカテゴリ言語組み合わせ、またはサービスカテゴリ言語優先度組み合わせに基づいて
ブロードキャストメッセージのフィルタリングを可能にするユーザーが選択したフィルタ
リング基準を含む、請求項１９の装置。
【請求項２２】
　前記脱着可能なモジュールは、１つ以上の基本ファイルに前記設定を記憶する、請求項
１９の装置。
【請求項２３】
　前記ユーザーが選択したフィルタリング基準はさらに（ａ）サービスカテゴリと言語の
組み合わせのユーザー選択および（ｂ）サービステーブル内のエントリのために記憶して
もよいブロードキャストメッセージの最大数の少なくとも１つを備えた、請求項７の方法
。
【請求項２４】
　前記ユーザーが選択したフィルタリング基準は、さらに（ａ）サービスカテゴリと言語
の組み合わせのユーザー選択および（ｂ）サービステーブル内の任意のエントリのために
記憶してもよいブロードキャストメッセージの最大数の少なくとも１つをそなえた、請求
項２１の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　この発明は一般に無線メッセージング通信に関し、特に、移動局においてＳＭＳブロ
ードキャストメッセージをフィルタリングするための技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ショートメッセージサービス（SMS）は SMS の交換または、移動局と無線通信システム
との間のショートメッセージをサポートするサービスである。これらのショートメッセー
ジは、特定の受信者移動局を対象にしたユーザー固有のメッセージであってもよいし、ま
たは複数の移動局を対象にしたブロードキャストメッセージであってもよい。
【０００３】
　ブロードキャスト SMS メッセージは、種々のサービスカテゴリー（例えば、ニュース
、スポーツ等）のために、異なった言語で、そして異なった優先度で無線通信ネットワー
クによって送信されてもよい。 ネットワーク内の各移動局は、そのサービスプロバイダ
によってすべてのブロードキャストメッセージを受信可能にしてもよいし、ブロードキャ
ストメッセージの小集団のみを受信可能にしてもよいし、ブロードキャストメッセージを
受信不可能にしてもよい。 所定の移動局に対して、受信可能であるブロードキャストメ
ッセージは種々の因子により決定してもよい。これらの因子はネットワーク配備、サービ
スプロビジョニング、予約申し込み状況等により決定してもよい。例えば、高級なモバイ
ル加入者は、すべてのブロードキャストメッセージを受信可能にしてもよいのに対して通
常のモバイル加入者は、ある束ねられたサービスカテゴリーのためのブロードキャストメ
ッセージのみを受信可能にするようにしてもよい。
【０００４】
　モバイルユーザーは、移動局により受信可能なブロードキャストＳＭＳメッセージのい
くつかのみを受信することに関心があるかもしれない。 例えば、モバイルユーザーはあ
るサービスカテゴリー（例えば、スポーツ）および／またはある優先度レベルまたはそれ
以上のレベルを有したブロードキャストメッセージのみを受信することに関心があるかも
しれない。 移動局により受信可能なブロードキャストメッセージはまた移動局における
利用可能性（例えばメモリ容量）によって制限されるかもしれない。
【０００５】
　それゆえ、サービスプロバイダーおよび／またはモバイルユーザーにより決定される１
つ以上の基準に基づいて移動局により受信されるＳＭＳブロードキャストメッセージを「
フィルター」するための技術の必要性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　ネットワーク構成、ユーザー構成、ユーザーの好み等に基づいて移動局において、ブロ
ードキャストＳＭＳメッセージをフィルターするための技術がここに提供される。 これ
らの技術は、サービスプロバイダーが移動局のブロードキャストＳＭＳ能力を構成可能に
し、さらに、モバイルユーザーがユーザーの好みに応じてブロードキャストＳＭＳ能力を
構成し変更可能にする。 ネットワーク構成、ユーザー構成、およびユーザーの好みのた
めの設定は、移動局内にある不揮発性メモリ、または移動局にアクセス可能な不揮発性メ
モリ（例えば、脱着可能なユーザーアイデンティティモジュール（Ｒ－ＵＩＭ））に記憶
される。 
　一実施形態において、無線通信ネットワーク（例えば、ANSI - ４１を実行するCDMAが
ネットワーク）内の受信器（例えば、移動局）でブロードキャストメッセージをフィルタ
リングするための方法が提供される。 この方法に従って、ブロードキャストメッセージ
が最初に受信され、１つ以上のフィルタリング基準が受信されたブロードキャストメッセ
ージに適用される。 フィルタリング基準は受信器に接続された脱着可能なモジュール（
例えば、Ｒ－ＵＩＭ）に記憶された設定により定義される。 次に、受信されたブロード
キャストメッセージが１つ以上のフィルタリング基準によりフィルターされていないなら
、受信されたブロードキャストメッセージが処理される。 
　１つ以上のフィルタリング基準は、（１）サービスプロバイダによって課せられ、ネッ
トワーク構成設定により定義されたフィルタリング基準、（２）モバイルユーザーにより
決定され、ユーザー構成設定により定義されるフィルタリング基準、（３）ユーザーの好
みに基づいてモバイルユーザーにより選択されたフィルタリング基準、または（４）それ
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らの任意の組み合わせを含んでいてもよい。 ネットワーク構成設定は、すべてのブロー
ドキャストメッセージが受信可能である（「すべて許可」）、ブロードキャストメッセー
ジが受信不可能（「不許可」）、またはサービステーブルにおいて、プログラムされたエ
ントリーに対するブロードキャストメッセージのみが受信可能（「テーブルのみ許可」）
を示してもよい。 ユーザー構成設定は、すべての許可されたブロードキャストメッセー
ジが受信される（「すべてを活性化」）、ブロードキャストメッセージが活性化されない
（「非活性化」）、またはサービステーブルでプログラムされたエントリーに対するブロ
ードキャストメッセージのみが受信される（「テーブルのみ活性化」）を示してもよい。
 
　ユーザー選択されたフィルタリング基準は、サービスカテゴリー、言語、優先度、また
はそれらのいずれかの組み合わせに基づいてブロードキャストメッセージのフィルタリン
グを可能にする。これらの基準は、サービステーブルにおいてプログラムされたエントリ
ーに適用する。各エントリーは、サービスカテゴリーと言語の固有の組み合わせに対応す
る。 各プログラムされたエントリー選択されるかもしれないし、選択されないかもしれ
ない。そして、サービステーブルが使用のためにイネーブルになるなら、（他の基準が満
足されていると仮定して）選択されたエントリーに対するブロードキャストメッセージの
みを処理してもよい。ネットワーク構成設定およびとユーザー構成設定およびサービステ
ーブルは、脱着モジュール内の１つ以上の基本ファイルに記憶してもよい。 
　プログラミングメッセージを介して移動局のためのネットワーク構成設定およびサービ
ステーブルの無線プログラミングのための技術がここに提供される。 
　この発明の種々の観点と実施形態がさらに以下に詳細に記載される。 この発明はさら
に、以下にさらに詳細に記載するように、この発明の種々の観点、実施形態、および特徴
を実現する方法、プログラマブルコード、デジタルシグナルプロセッサー、移動局、基地
局、システム、および他の装置およびエレメントを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１はショートメッセージサービス（ＳＭＳ）をサポートする無線通信ネットワーク１
００の図である。 ネットワーク１００は、多数のメッセージセンター（ＭＣｓ）１１２
、モバイルスイッチングセンター（MSCs）１１４、および基地局１１を含む。 メッセー
ジセンターはネットワーク内の移動局１４０にショートメッセージを記憶し、中継し、送
信することに関与する。 MSCs は受信地域内の移動局に対してスイッチング機能（すなわ
ち、メッセージとデータのルーティング(routing)）を実行する。 メッセージセンターは
 MSCsと別個にまたは一体化して実現してもよい。 各移動局は、いつなんどきでも１つの
ＭＳＣによりサービスされ、ＭＳＣ移動局のサービングＭＳＣと呼ばれる。 基地局は移
動局と通信するために使用される固定の局である。 移動局はまた、遠隔局、端末ユーザ
ー機器（ＵＥ）、またはその他の用語で呼ばれる。 
　図１に示された実施形態において、各メッセージセンターは対応するＭＳＣと通信し、
ＳＭＳをサポートする。 各MSC はさらに多数の基地局と接続し、これらの基地局の受信
地域下で移動局との通信を制御する。 各基地局はその受信地域内で移動局と通信し、Ｓ
ＭＳおよび他のサービス（例えば、音声、パケットデータ、等）をサポートする。各異動
局は、移動局がアクティブであるかどうか、およびソフトハンドオフがサポートされてい
るかどうかに応じて、いつなんどきでも、１つ以上の基地局と通信してもよい。
【０００８】
　ネットワーク１００は符号分割多元接続（CDMA）ネットワーク、時分割多元接続ネット
ワーク（ＴＤＭＡ）、またはその他のタイプのネットワークであってよい。 CDMA ネット
ワークは、cdma2000 、Ｗ - CDMA 、 IS - ９５等のような１つ以上の基準を実現するよ
うに設計してもよい。 TDMA ネットワークもまた、モバイル通信のためのグローバルシス
テム（ＧＳＭ）のような１つ以上の基準を実現するように設計してもよい。 
　ネットワークは、典型的にさらに、 ローミングおよび進歩したサービスを可能にする
特定のモバイルネットワーキングプロトコルを実現する。ANSI - ４１は、（W - CDMAを
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除いて）一般に CDMA ネットワークのために使用され、GSM モバイルアプリケーションパ
ート(Mobile Application Part)（GSM - MAP）は、GSM ネットワークのために使用される
。 ネットワークは、また、異なる技術の組み合わせを採用してもよい。 例えば、 GSMlx
 ネットワークは CDMA 無線インタフェースを利用する GSM -ＭＡＰネットワークである
。 
　SMS は、ネットワーク技術に依存する（ANSI - ４１またはＭＡＰ）ので、異なるネッ
トワーク技術を実現するＣＤＭＡネットワークおよびＧＳＭネットワークは、ＳＭＳの異
なる実現をサポートする。 各ＳＭＳの実現は異なる能力を有し、ショートメッセージを
送信するための異なるメッセージタイプとフォーマットを利用する。 GSM１x ネットワー
クの場合、GSM SMS メッセージは、ＣＤＭＡ　ＳＭＳメッセージの形態でCDMA 無線イン
タフェースを介して送信される。 
　ブロードキャストＳＭＳメッセージをフィルタリングするためにここに記載される技術
は、種々のネットワークに使用してもよい。 簡単のために、種々の観点と実施形態は、
ＡＮSI - ４１に基づくネットワークのために特に記載される。 ANSI - ４１に基づくネ
ットワークのためのＳＭＳ実現は、公的に入手可能であり、参照することによりここに組
み込まれる「広帯域スペクトル拡散システムのためのショートメッセージサービス」（Sh
ort Message Service for Wideband Spread Spectrum Systems)というタイトルのＴＩＡ
／ＥＩＡ－６３７－Ｂに詳細に記載される。 
　図２はメッセージセンター 112x と移動局140x の実施形態のブロック図である。 メッ
セージセンター 112x 内では、移動局に送信されるＳＭＳメッセージのためのデータは最
初にメッセージバッファ２１２に記憶される。 その後、データは、必要に応じてバッフ
ァから検索されショートメッセージプロセッサー２１４に供給される。ショートメッセー
ジプロセッサーは、適切なフォーマットで適切なタイプのＳＭＳメッセージを形成する。
 SMS メッセージは次に、関連するＭＳＣ　１１４ｘに供給される。ＭＳＣ１１４ｘは、
さらにこれらのメッセージをその制御内の適切な基地局１１６に送る。 各基地局はその
受信地域内の移動局に送信されるＳＭＳメッセージを処理し、移動局に送られる変調され
た信号にその処理したメッセージを含める。 
　メッセージセンター 112x 内では、コントローラー２２０は、メッセージセンターを介
してデータの流れを指示し、さらに、処理を制御してショートメッセージを発生する。 
メモリユニット２２２は、コントローラー２２０により使用されるプログラムコードおよ
びデータのための記憶装置を提供する。 
　図２は、移動局１４０ｘの一実施形態も示す。 受信パス上において、移動局のサービ
ング基地局殻送信された変調された信号は、アンテナ２５２により受信され受信装置（Ｒ
ＣＶＲ）２５４に供給される。 受信器装置２５４は、受信した信号を条件づけし（例え
ば、フィルターし、増幅し、およびダウンコンバートする）、さらに、条件づけされた信
号をデジタル化してサンプルを供給する。次に、復調器（Ｄｅｍｏｄ） / デコーダー２
５６は、（例えば、ｃｄｍａ２０００物理層処理に基づいて）サンプルを復調し、さらに
復調されたデータを復号して復号されたデータを供給する。復号されたデータは、変調さ
れた信号で送信されたＳＭＳメッセージを含む。 この移動局のためのユーザー固有のメ
ッセージおよびブロードキャストＳＭＳメッセージのためのデータは、出力データとして
供給され、さらに、メモリ２６２に記憶してもよい。 
　送信パス上で、移動局により送信されるデータおよびメッセージは、エンコーダー／変
調器（Ｍｏｄ）２７２に供給される。エンコーダー／変調器２７２は、データ / メッセ
ージをコード化して、そして変調する。 次に、変調されたデータは送信器装置（ＴＭＴ
Ｒ）により条件付けされ基地局に返送するのに適した変調された信号を供給する。 
　移動局は、脱着可能なユーザーアイデンティティーモジュール（Ｒ - UIM）２７０を用
いて設計してもよい。 このＲ - UIM は不揮発性のメモリを有し、加入者のアイデンティ
ティーを記憶することができる。加入者のアイデンティティーは、ネットワーク設定、特
権、好み、電話帳等のような個人情報を含んでいてもよい。 例えば、Ｒ - UIM は、以下
に記述されるように、ブロードキャスト SMS メッセージをフィルターするために使われ
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る情報を記憶するために使用してもよい。 Ｒ－ＵＩＭは、異なる周波数を使用する国々
にローミングすることまたは、ＣＤＭＡネットワークまたはＧＳＭネットワークにアクセ
スするのを容易にさせる。これは、加入者が各自のパーソナル情報を維持しながら同じ脱
着可能なモジュールを用いながら、送受話器を交換することを可能にすることにより行わ
れる。
【０００９】
　コントローラー２６０は、移動局１４０ｘ内の装置の動作を指示する。 例えば、コン
トローラー２６０は、入力されるブロードキャストＳＭＳメッセージのフィルタリングと
処理、およびアクノレジメント、データ、等の送信を指示してもよい。 メモリユニット
２６２はコントローラー２６０により使用されたプログラムコードおよびデータ（例えば
、ＳＭＳメッセージのためのデータ）のための記憶装置を提供する。 
　図２は、メッセージセンター 112x および移動局140x の特定の実施形態を示す。 他の
実施形態を意図してもよく、この発明の範囲内である。 
　図３はブロードキャストＳＭＳメッセージをフィルタリングするための移動局により維
持されてもよい、サービステーブル３００の一実施形態の図である。 この特定の実施形
態において、サービステーブルはブロードキャストメッセージフィルタリングのために使
用される４つの列を含む：サービスカテゴリー、言語、優先度、および選択である。 サ
ービスカテゴリー列は、サービステーブルにプログラムされた種々のサービスカテゴリー
のアイデンティティーを含む。 言語列は、各々がプログラムされたサービスカテゴリー
に関連する言語を含む。一実施形態において、サービステーブルはサービスカテゴリーと
言語のそれぞれの固有な組み合わせに対して１つのエントリー（または行）を含む。 現
在 TIA / EIA - ６３７Ｂによって定義されたすべてのサービスカテゴリーと言語のリス
トは、公的に入手可能であり、参照することによりここに組み込まれる、「ｃｄｍａ２０
００スペクトル拡散基準のためのパラメーター値割り当てのためのアドミニストレーショ
ン(administration)]（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　Ｖ
ａｌｕｅ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｒｏ　ｃｄｍａ2000 Spread Spectrum Standards
)というタイトルの、ＴＳＢ－５８－Ｅに与えられる。代わりの実施形態で、サービステ
ーブルは、その他のセットの指定された列内の値の各固有の組み合わせに対して１つのエ
ントリーを含むように定義してもよい。（例えば、サービスカテゴリー／優先度、または
サービスカテゴリー／言語／優先度、またはその他のセットの列に対して１つのエントリ
ーを含む）
　優先度列は、サービステーブル内の各サービスカテゴリー／言語の組み合わせ（すなわ
ち、各プログラムされたエントリー）に対して、モバイルユーザーにより選択された優先
度を含む。 選択された列は、モバイルユーザーによる受信のために、サービステーブル
内の各サービスカテゴリー／言語の組み合わせが選択されたか否かの表示を含む。 選択
されたプログラムされたエントリーのためのブロードキャストメッセージのみが、（他の
基準が、もしあるとしたら、同じく満足させられると仮定して）移動局により処理される
。 
　サービステーブルはブロードキャストメッセージに有用な他の情報のための他の列を含
むように定義してもよい。 図３に示された実施形態において、サービステーブルは、（
１）各プログラムされたエントリーのためにブロードキャストメッセージのために使用す
る特定の警告オプションを表示するための警告オプション列、および（２）各プログラム
されたエントリーに対して記憶してもよいブロードキャストメッセージの最大数を示すた
めの最大メッセージ列をさらに含む。 すべての現在定義された警告オプションのリスト
は TIA / EIA - ６３７Ｂ基準書類で与えられる。 
　サービステーブルはブロードキャストメッセージの処理のために関係があるかもしれな
い他の情報のために他の列を含むように定義してもよい。 
　移動局におけるブロードキャストSMS メッセージのフィルタリングは、種々の基準に基
づいて実行してもよい。 一実施形態において、ブロードキャストメッセージフィルタリ
ング基準は３つのカテゴリーに分類される：ネットワーク構成、ユーザー構成、およびユ
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　ネットワーク構成は、サービスプロバイダーによって課せられたフィルタリング基準を
含む。 特定の実施形態において、多数の可能な設定がネットワーク構成に対して定義さ
れ、表１に示される。入力されるブロードキャストメッセージは、次に、プログラムされ
たネットワーク構成設定に基づいて移動局においてフィルターされるであろう。 
【表１】

【００１０】
　ユーザー構成は、モバイルユーザーによって決定されたフィルタリング基準を含む。 
特定の実施形態において、多数の可能な設定がユーザー構成に対して定義され、表２に示
される。 入力されるブロードキャストメッセージはさらに選択されたユーザー構成設定
に基づいて移動局においてフィルターされるであろう。　 
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【表２】

【００１１】
　実施形態において、そして表２で示されるように、ユーザー構成はネットワーク構成に
よって制限（または制約）されている。従って、ユーザーはネットワーク構成設定より広
いユーザー構成設定を有効に得ることができない。例えば、もしネットワーク構成設定が
「テーブルのみ許可」であるなら、ユーザー構成設定は「テーブルのみを活性化する」ま
たは「非活性化する」に制限される。 
　ユーザーの好みは、モバイルユーザーによって選択されたフィルタリング基準を含み、
サービステーブル内のプログラムされたエントリーに適用される。 モバイルユーザーは
サービステーブル内の各プログラムされたエントリーをイネーブル／ディスエーブル（ま
たは選択／非選択）可能にしてもよい。 モバイルユーザーは、また、各プログラムされ
たエントリーに対して優先度レベルを指定してもよい。この場合、特定の選択された（イ
ネーブルされた）プログラムされたエントリーに対するすべての入力されたブロードキャ
ストメッセージの中で、サービステーブルにおいて指定された優先度レベル以上の優先度
を有するブロードキャストメッセージのみが処理される。 一実施形態において、サービ
ステーブル内のユーザーの好みは、サービステーブルが使用のためにイネーブルになる場
合にのみ影響を与える。 これがあてはまるのは、ネットワーク構成設定が「すべて許可
」あるいは「テーブルのみ許可であり、そしてユーザー構成設定が「テーブルのみ活性化
」である場合である。 
　従って、ネットワーク構成設定はサービスプロバイダによって課せられたフィルタリン
グ基準を定義し、ユーザー構成設定はモバイルユーザーによって決定されたフィルタリン
グ基準を定義し、そしてサービステーブルはユーザーによって選択されたフィルタリング
基準を含む。 より少数の、異なるおよび／またはさらなるフィルタリング基準およびカ
テゴリーを使用してもよく、これは、この発明の範囲内である。 さらに、上述した設定
と異なる設定を定義してもよく、これも、この発明の範囲内である。 
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　一般に、ネットワーク構成、ユーザー構成およびユーザーの好みに対する設定（および
ブロードキャスト SMS メッセージをフィルタリングするのに役立つかもしれない他のい
かなる情報）は移動局内のまたは移動局にアクセス可能な不揮発性メモリに記憶してもよ
い。 不揮発性メモリはフラッシュ、電気的消去可能なプログラマブルリードオンリーメ
モリ（EEPROM）、マルチメディアカード（MMC）、あるいはその他の不揮発性メモリタイ
プであってよい。 
　図２を参照して、これらの設定はメモリ２６２および／またはＲ - UIM ２７０に記憶
してもよい。 もし設定がＲ - UIM に記憶されるなら、モバイルユーザーはモジュールを
１つの移動局から取り外して、そしてそれをもう１つの移動局に挿入することが可能であ
るであろう、そして新しい移動局は同じブロードキャスト SMS構成および好みを維持する
であろう。 
　Ｒ - UIM はＳＭＳに関連する種々のタイプの情報を記憶するために使用される多数の
基本ファイル（ＥＦｓ）を含む。 例えば、 ＥＦＳＭＳＳ （SMSステータス） SMS のた
めのステータス情報を記憶する。Ｒ - UIM と SMS のための基本ファイルは、共に公的に
入手可能であり、参照することによりここに組み込まれる、「ＴＩＡ／ＥＩＡスペクトル
拡散基準のための脱着可能なユーザーアイデンティティーモジュール（Ｒ－ＵＩＭ）」(R
emovable Uder Identity Module (R-UIM) for TIA/EIA Spread Spectrum Standards)とい
うタイトルのＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－８２０－１に詳細に記載されるとともに、および「
ｃｄｍａ２０００スペクトル拡散システムのための脱着可能なユーザーアイデンティティ
ーモジュール（Ｒ－ＵＩＭ）」(Removable User Identity Module (R-UIM) for cdma 200
0 Spread Spectrum Systems)というタイトルの３ＧＰＰ２　Ｃ．　Ｓ００２３－０に詳細
に記載されている。
【００１２】
　一実施形態において、ネットワーク構成、ユーザー構成、およびユーザーの好みのため
のービステーブルおよび設定は、Ｒ－ＩＪＩＭ内の基本ファイルに記憶される。 
　図 ４Ａ は、ネットワーク構成設定を記憶するために使用してもよい基礎のファイル 
ＥＦＢＣＳＭＳｃｆｇ ４１０を示す。 基本ファイル４１０は、TIA / EIA / IS - ８２
０-１および３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００２３－０により定義される多数のフィールドを含む
。 表３は、基本ファイルのヘッダー部分とその短い記述のためのフィールドをリストア
ップする。 
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【表３】

【００１３】
　図 ４Ａ に示されるように、基本ファイルＥＦＢＣＳＭＳｃｆｇ はネットワーク構成
設定のために１バイトを含む。この１バイトには、「ネットワークブロードキャスト構成
」のラベルが付けられる。 このバイトは、表１で上述した３つの可能なネットワーク構
成設定（「不許可」、「表のみ許可」、および「すべて許可」に対して図４Ａに示すよう
に設定してもよい。
【００１４】
　図４Ｂは、ユーザー構成設定を記憶するために使用してもよい基本ファイルＥＦＢＣＳ

ＭＳｐｒｅｆ ４２０を示す。 この基本ファイルはユーザー構成設定のために１バイトを
含む。この１バイトには、「ユーザーブロードキャスト構成」のラベルが付けられる。 
このバイトは、表２で上述した３つの可能なユーザー構成設定（「非活性化」、「テーブ
ルのみを活性化」、および「すべてを活性化」）のために図 4B に示すように、設定して
もよい。 
　図 ４Ｃは、サービステーブルのための情報、およびユーザーの好みに関するフィルタ
イリング基準を記憶するために使用してもよい基本ファイルＥＦＢＣＳＭＳｔａｂｌｅ 
４３０を示す。 
この基本ファイルは、リニア固定構成を有し、これはテーブルである。 このテーブルは
、多数の列を有する。各列は、基本ファイルにおいて指定される特定の長さ（バイト長）
を有する。 
　図 ４Ｃ に示す特定の実施形態において、基本ファイルＥＦＢＣＳＭＳｔａｂｌｅ は
サービステーブル内の各エントリーに対して８つの列、すなわち８つのフィールドを有す
る。 基本ファイルは、サービステーブルにプログラムされた各サービスカテゴリー / 言
語の組み合わせのためのこれらの８つのフィールドの１つのインスタンスを含む。 表４
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は、各プログラムされたエントリーに対する８つのフィールドをリストアップする。 
【表４】

【００１５】
　選択フィールドを除く、サービステーブルの上で定義したすべてのフィールドは、TIA 
/ EIA - ６３７Ｂ基準書類で詳細に記述されている。 
　図４Ａ乃至４Ｃは、ネットワーク構成、ユーザー構成、およびユーザーの好みのための
設定を記憶するために使用される基本ファイルの特定の実施形態を示す。 より少い、異
なった、および／またはさらなる基本ファイルを使用してもよい。さらに、より少い、異
なった、および／またはさらなるフィールドも、上述した基本ファイルの各々に対して定
義してもよい。 これらの種々の変形はこの発明の範囲内である。 
　サービステーブルと、ネットワーク構成、ユーザー構成、およびユーザーの好みのため
の設定は、種々の手段により移動局内か、あるいは、移動局にアクセス可能な不揮発性メ
モリにプログラムしてもよい。 一実施形態において、ネットワーク構成設定および／ま
たはサービステーブルはサービスプロバイダー顧客センターにおけるアドミニストレータ
ーによってのような、制御された環境でプログラムされる。 もう１つの実施形態におい
て、下に記述されるように、ネットワーク構成設定および／またはサービステーブルはＳ
ＭＳメッセージを用いて、無線でプログラムされる。 ユーザー構成設定およびユーザー
の好みは、例えば移動局上のキーパッドを使って例えば、モバイルユーザーによってプロ
グラムしてもよい。 
　図５は、移動局のサービステーブルにブロードキャストサービスカテゴリーを追加また
は除去するために、サービスカテゴリープログラミング テレサービス（SCPT）によって
使用してもよいSMS 配信メッセージを示す。 SMS Deliver メッセージは、 ＳＭＳ テレ
サービス層に対して定義されたメッセージの１つである。ＳＭＳテレサービス層は、ＳＭ
Ｓプロトコルスタックのための層の１つである。 SCPT の場合、このメッセージはメッセ
ージを識別するために使われるメッセージ識別子サブパラメーター、プログラミング情報
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を運ぶために使用されるサービスカテゴリープログラムデータサブパラメーター、および
おそらく他のサブパラメーターを含む。 
　サービスカテゴリープログラムデータサブパラメーターはさらに多数のフィールドを含
む。 カテゴリ固有フィールドの１つのセットは、ＳＭＳ配信メッセージによりプログラ
ムされる各サービスカテゴリーに対してこのサブパラメーターに含まれる。 カテゴリー 
固有フィールドはサービスカテゴリー、言語、最大メッセージ、警告オプション、および
CHARi フィールドを含む。 これらのフィールドはサービスカテゴリーを追加するか、あ
るいはサービステーブルから削除するための情報を運ぶために使用される。 CHARi フィ
ールドはサービスカテゴリーラベルを運ぶために使用してもよい。これらのフィールドか
らの情報は、図３および表４において上で定義した情報のように、移動局のサービステー
ブルに直接マッピングしてもよい。 Ｍｓｇ＿Ｅｎｃｏｄｉｎｇ サブパラメータはサービ
ステーブル内のラベル符号化列にマッピングしてもよい。 
　図 6A は、ネットワーク構成設定を送信するために、ブロードキャスト能力プログラミ
ング テレサービス（BCPT）によって使用してもよいＳＭＳ 配信メッセージを示す。 BCP
T はＴＩＡ／ＥＩＡ－６３７－Ｂにおいて定義されていない新しい テレサービスである
。 SMS 配信メッセージは、メッセージを識別するために使用されるメッセージ識別子サ
ブパラメーター、およびネットワーク構成設定を運ぶために使用されるブロードキャスト
能力プログラムデータサブパラメータを含む。 
　TIA / EIA - ６３７Ｂは SMS テレサービス層メッセージに含めてもよい２１のパラメ
ータを定義し、これらのサブパラメーターには、「００００００００」乃至「０００１０
１００」のサブパラメーターＩＤ値が割り当てられる。 新しい サブパラメーターをブロ
ードキャスト能力プログラムデータサブパラメーターに対して定義してもよく、表５に示
すように、予約されたサブパラメーターＩＤ値の１つ（例えば、「０００１０１０１」）
を割り当ててもよい。 
【表５】

【００１６】
　 ブロードキャスト能力プログラムデータサブパラメータは、多数のフィールドを含み
、その１つはネットワークブロードキャスト構成フィールドである。 このフィールドは
ネットワーク構成設定を運ぶために使用してもよく、図４Ａに示す３つの値の１つに設定
してもよい。 
　図 6Bは、BCPT SMS配信メッセージに応答して移動局により送信してもよいＳMS 提出メ
ッセージを示す。 このメッセージはメッセージ識別子サブパラメーターとブロードキャ
スト能力プログラム結果サブパラメーターを含み、これらのパラメーターを用いて、ネッ
トワーク構成設定のプログラミングの結果を送信する。 ブロードキャスト能力プログラ
ム結果サブパラメータに対して新しいサブパラメーターを定義してもよく、表５に示すよ
うに、予約されたサブパラメーターＩＤ値の１つ（例えば「０００１０１１０」）を割り
当ててもよい。
【００１７】
　ブロードキャスト能力プログラム結果サブパラメーターは、多数のフィールドを含み、
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その１つは、ネットワークブロードキャスト構成結果フィールドである。 このフィール
ドは、（１）ネットワーク構成設定が、移動局において、成功裏にプログラムされたか否
かの表示、（２）プログラミングが成功しなかったなら、エラーコード、および（３）お
そらく他の適切な情報を運ぶために使用してもよい。 
　図７は、ページングまたはブロードキャストチャネルで送信された各ブロードキャスト
ＳＭＳメッセージを備えたブロードキャストアドレスを示す。 ブロードキャストアドレ
スフィールドは集合的に BC＿ADDR フィールドと呼ばれ、５つのフィールドを含む：優先
度、メッセージＩＤ、ゾーンＩＤ、サービス、および言語。 もし存在するなら、テレサ
ービス層ＳＭＳ配信メッセージ内のサービスカテゴリー、言語、および優先度パラメータ
ー／サブパラメーターは、ＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドのそれらと同じ値を持たなければな
らない。
【００１８】
ＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドは、ブロードキャストチャネルおよびページングチャネル上で
送信されたブロードキャストメッセージにのみ含まれ、トラヒックチャネル上で送信され
たメッセージには含まれない。 ＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドはブロードキャストＳＭＳ メ
ッセージフィルタリングのために使用してもよい属性を含み、ＴＩＡ／ＥＩＡ－６３７－
Ｂのセクション３．３．１に詳細に記載されている。　
　図８は、移動局において、入力されるブロードキャストメッセージをフィルタリングす
るためのプロセス８００の一実施形態のフロー図である。 初めに、新しい放送メッセー
ジが受信される（ステップ８１２）。 次に、フィルタリングのために使用してもよいこ
のブロードキャストメッセージの種々の属性（例えば、サービスカテゴリー、言語、優先
度等）が、ブロードキャストメッセージのＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドから決定される（ス
テップ８１４）。 
　次に、受信したブロードキャストメッセージがネットワーク構成設定によりフィルタリ
ングされるか否かの判断が行われる（ステップ８１６）。 もし（１）ネットワーク構成
設定が「不許可であるか、または（２）ネットワーク構成設定が「テーブルのみ許可」で
あり、そして受信されたブロードキャストメッセージのサービスカテゴリー / 言語がサ
ービステーブル内のプログラムされたエントリーのいずれとも一致しないなら、この判断
が必要である。 （サービステーブルが参照されるとき、パート（２）はプロセスの後段
まで延期してもよい）。 ステップ８１６に対する回答がイエスであるなら、プロセスは
、ステップ８３２に進み、受信したブロードキャストメッセージが破棄される。 
　さもなければ、ステップ８１６に対する回答がノーであるなら、受信したブロードキャ
ストメッセージがユーザー構成設定によりフィルタリングされるか否かが判断される（ス
テップ８１８）。この判断が必要とされるのは以下の場合である。（１）ユーザーコンフ
ィギュレーション設定が「非活性化」であるか、または（２）ユーザー構成設定が「テー
ブルのみ活性化であり、そして受信したブロードキャストメッセージのサービスカテゴリ
ー / 言語がサービステーブル内のプログラムされたエントリーのいずれとも一致しない
場合。 （この場合も先と同様に、サービステーブルが参照されるとき、パート（２）は
プロセスの後段まで延期してもよい）。 ステップ８１８に対する回答がイエスであるな
ら、受信されたブロードキャストメッセージは、ステップ８３２で破棄される。 
　さもなければ、ステップ８１８に対する回答がノーであるなら、ブロードキャストメッ
セージがユーザーの好みによってフィルタリングされるか否かの判断が行われる。 この
判断は以下の場合に必要になるであろう。サービステーブルが使われる予定であり、そし
て（１）ブロードキャストメッセージのサービスカテゴリー / 言語に対するプログラム
されたエントリーが選択されない場合、（２）ブロードキャストメッセージの優先度が、
サービスカテゴリー / 言語のためにサービステーブルで指定した優先度レベルより低い
場合、または（３）ブロードキャストメッセージの最大数が、サービスカテゴリー / 言
語に対してすでに記憶されており、メモリは、上書きすることを許されていない場合であ
る。 ユーザー構成設定が「テーブルのみ活性化」であるなら、サービステーブルは使用
のためにイネーブルになる。 ステップ８２０に対する回答がイエスであるなら、受信し
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たブロードキャストメッセージは、ステップ８３２において破棄される。 
　同じブロードキャストメッセージ（すなわち同じ内容を有するメッセージ）が複数の基
地局によって送信されたかもしれず、そして、移動局は、すでにこのブロードキャストメ
ッセージを受信し、記憶したかもしれない。 第１のレベルの重複検出は、TIA / EIA - 
６３７Ｂ基準によって指定された期間内に同じメッセージが複数回同じ基地局から受信さ
れたかどうかを検出するように実施してもよい。 これは（例えば、ＢＣ＿ＡＤＤＲフィ
ールド全体についてビットごとの比較を行うことにより）受信したブロードキャストメッ
セージに含まれるＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドに基づいて達成することができる。 第２レ
ベルの重複検出は、アプリケーションレベルにおいて実施してもよい。この場合、異なる
基地局から受信された同じメッセージは、破棄される。 
　従って、ステップ８２０に対する回答がノーであるなら、メモリにすでに記憶されてい
たかもしれない受信したブロードキャストメッセージの重複を検出するためのチェックが
行われる（ステップ８２６）。 重複のための検出は受信したブロードキャストメッセー
ジ内のＢＣ＿ＡＤＤＲフィールドに基づいて行ってもよい。 ステップ８２８において判
断したように、受信されたブロードキャストメッセージの重複がすでにメモリに記憶され
ていたなら、受信したブロードキャストメッセージはステップ８３２で破棄される。 さ
もなければ、受信したブロードキャストメッセージが処理されメッセージ内のデータが上
位層に供給される（ステップ８３０）。次に、プロセスはステップ８３０および８３２の
後に終了する。 
　図９は、移動局において、入力されるブロードキャストＳＭＳメッセージをフィルタリ
ングするためのもうひとつのプロセスの一実施形態のフロー図である。 初めに、新しい
ブロードキャストメッセージが受信され、このブロードキャストメッセージの種々の属性
が決定される（ステップ９１２）。 ネットワーク構成設定が、「不許可」、またはユー
ザー構成設定が「非活性化」なら（ステップ９１４）、受信したブロードキャストメッセ
ージはステップ９３２において破棄される。 
　さもなければ、ステップ９１４に対する回答がノーであるなら、ネットワーク構成設定
が「すべて許可」であり、ユーザー構成設定が「すべてを活性化」であるなら、プロセス
はステップ９２６に進む（ステップ９１６）。 さもなければ、ステップ９１６に対する
回答がノーであるなら、以下の３つの基準が満足されるなら、プロセスはステップ９２６
に進むであろう：（１）受信したブロードキャストメッセージのサービスカテゴリーと言
語がサービステーブル内のプログラムされたエントリーと一致する（ステップ９２０）、
（２）サービスカテゴリ/ 言語がサービステーブルにおいて選択される（ステップ９２２
）、および（３）受信されたブロードキャストメッセージの優先度は、サービスカテゴリ
ー / 言語のためのサービステーブルにおいて指定された優先度レベルよりも低くない（
ステップ９２４）。 これらの３つの基準のいずれかが満足されなければ、受信したブロ
ードキャストメッセージは、ステップ９３２において破棄される。 さらなる基準を、そ
れを処理することができる前に、受信したブロードキャストメッセージに適用してもよい
。 例えば、もしこのサービスカテゴリーのためのブロードキャストメッセージの最大数
がすでに記憶されているなら、または、メモリがいっぱいであるなら、メッセージを破棄
してもよい。 
　ステップ９２６において、上述したように受信したブロードキャストメッセージの重複
が検出される。 従って、（１）重複が検出されるなら、受信したブロードキャストメッ
セージは破棄されるであろう、または（２）重複が検出されないなら、ステップ９３０で
処理されるであろう。 どちらの場合も、プロセスはステップ９３０および９３２の後に
終了する。 
　また、図８と図９に示す処理を用いてブロードキャストページを処理する。 その場合
、ステップ８３０および９３０の処理の一部として、移動局は、ブロードキャストページ
のためにブロードキャストメッセージを受け取る準備をする。 
　ここに記述された技術はブロードキャスト SMS メッセージがネットワーク構成、ユー
ザー構成、およびとユーザーの好みに基づいて移動局でフィルタリングさることを可能に
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する。 ブロードキャストメッセージフィルタリングは有利に次の例のシナリオのために
使用してもよい。 
　どのブロードキャストメッセージが各移動局によって受け取られることを可能にされる
かをコントロールするサービスプロバイダの能力は種々の状況に対して有用である。 そ
の要件に応じて、サービスプロバイダはさもなければブロードキャストＳＭＳメッセージ
を受け取ることができる所定の移動局のブロードキャストＳＭＳ機能を不許可にする必要
があるかもしれない。 これらの要件はネットワーク配備、サービスプロビジョニング(pr
ovisioning)、移動局の申し込み状況に関連していてもよい。 サービスプロビジョニング
および申込み管理のために、ブロードキャストＳＭＳを受信可能な移動局に対して、サー
ビスプロバイダはサービステーブルを移動局内にプログラムしてもよく、移動局によって
受信されることを可能にするブロードキャストメッセージを制限してもよい。 例えば、
サービスプロバイダは移動局に任意の新しいサービスカテゴリーのためにブロードキャス
トメッセージを受信するための認可を得るように要求してもよい。 保険料加入者のため
に、移動局がすべてのブロードキャストサービスを受信可能であるように移動局をプログ
ラムしてもよい。 
　移動局によって、どのブロードキャストメッセージを受信して処理するかを制御するモ
バイルユーザーの能力も種々の状況に対して有用である。 電力消費とメモリの使用を低
減するために、モバイルユーザーは、（１）ブロードキャストＳＭＳ機能を一時的にディ
スエーブルにし、（２）サービステーブル内の任意のプログラムされたエントリーを選択
的にイネーブルまたはディスエーブルし、（３）受信したサービスの優先度を制限する、
等々である。 例えば、モバイルユーザーは、（例えば、非勤務時間中に）天気予報に興
味を持っているが、株価に興味を持っていないかもしれない。 その後、この同じユーザ
ーは（例えば、勤務時間中に）サービス選択を変更して株価をイネーブルにして、天気予
報をディスエーブルするかもしれない。 もう１つの例として、モバイルユーザーは、あ
る瞬間に緊急事態、または緊急の天気予報に興味を持っているかもしれず、そして別の瞬
間にあらゆるタイプの天気予報に興味を持っているかもしれない。 
　また、ネットワークおよびユーザー構成のための設定を用いて、移動局におけるブロー
ドキャスト SMS メッセージの受信を制御してもよい。 例えば、移動局がブロードキャス
トＳＭＳを受信不可能であるなら（すなわち、ネットワーク構成が「不可」に設定されて
いるなら）またはモバイルユーザーが一時的にブロードキャストSMS をディスエーブルに
するなら（すなわち、ユーザー構成が「非活性化」に設定されている）、移動局をブロー
ドキャストページまたはブロードキャストメッセージを受信するためのブロードキャスト
スロットにおいてウエイクアップしないように制御してもよく、通常のページングスロッ
トにおいて送信されるブロードキャストメッセージを見なくてもよい。 移動局は依然と
してその通常のページングスロットにおいて、ブロードキャストページとメッセージを受
け取ることができるが、これらのページおよびメッセージもまた必要なら無視または破棄
してもよいことに留意する必要がある。さもなければ、ブロードキャストＳＭＳをオン状
態にして動作することは、電力消費を低減し、スタンバイ時間を増大させることができ、
その両方とも非常に望ましい。 
　上述したフィルタリング技術は、ページングチャネルおよびブロードキャストチャネル
上で受信したブロードキャストメッセージに対して使用してもよい。 また、これらの技
術を用いて、フォワードトラヒックチャネル上で受信したブロードキャストメッセージを
フィルタリングしてもよい。 TIA / EIA - 637-B の場合、ブロードキャストメッセージ
がトラフィックチャネル上で受信されるなら、メッセージ内にＢＣ＿ＡＤＤＲフィールド
はない。 この場合、第１レベルの重複検出は適用されず、フィルタリングは、メッセー
ジパラメータおよび／またはサブパラメーターに基づいて実行してもよい。 
　移動局においてブロードキャストメッセージをフィルタリングするためにここに記載し
た技術は種々の手段により実施してもよい。 例えば、これらの技術はハードウェア、ソ
フトウェア、あるいはその組み合わせで実行してもよい。 ハードウェア実施の場合、こ
こに記載した技術の（例えば、図８および図９に示されるプロセス）の任意の１つまたは
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その組み合わせを実施するために使用されるエレメントは、１つ以上の特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタルシグナルプロセッサー（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理装
置（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラー、
マイクロプロセッサー、ここに記載した機能を実行するために設計された他の電子装置、
またはそれらの組み合わせ内に実現してもよい。
【００１９】
　ソフトウェア実施の場合、移動局においてブロードキャストメッセージをフィルタリン
グするための技術は、ここに記載した機能を実行するモジュール（例えば、手続き、機能
等）を用いて実現してもよい。 ソフトウェアコードはメモリ装置（例えば、図２のメモ
リ装置２６２）に記憶し、プロセッサー（例えば、コントローラー２６０）によって実行
してもよい。 メモリ装置は、プロセッサー内部に実現してもよいし、プロセッサー外部
に実現してもよい。その場合、メモリ装置は、技術的に知られた種々の手段を介して、通
信可能にプロセッサーに接続することができる。 
　開示された実施形態の上述の記載は、当業者が本発明を製造するまたは使用することが
できるようにするために提供される。 これらの実施形態に対する多様な修正は、当業者
に容易に明らかになり、ここに定義される一般的な原則は、本発明の精神または範囲から
逸脱することなく他の実施形態に適用されてよい。したがって、本発明はここに示されて
いる実施形態に制限されるのではなく、ここに説明される原則及び新規な特徴と一貫する
最も幅広い範囲が許容されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、SMS をサポートする無線通信ネットワークの図である。
【図２】図２は、メッセージセンターと移動局の簡単なブロック図である。
【図３】図３は、サービステーブルの図である。
【図４Ａ】図４Ａは、ネットワーク構成、ユーザー構成設定およびサービステーブルを記
憶するために使用してもよい基本ファイル（ＥＦ）を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ネットワーク構成、ユーザー構成設定およびサービステーブルを記
憶するために使用してもよい基本ファイル（ＥＦ）を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、ネットワーク構成、ユーザー構成設定およびサービステーブルを記
憶するために使用してもよい基本ファイル（ＥＦ）を示す。
【図５】図５は、サービステーブルをプログラムするために使用されるSMS 配信メッセー
ジを示す。
【図６Ａ】図６Ａは、ネットワーク構成設定をプログラムするために使用してもよいＳＭ
Ｓ配信メッセージを示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ネットワーク構成設定をプログラムするために使用してもよいＳＭ
Ｓ提出メッセージを示す。
【図７】図７は、ブロードキャストＳＭＳメッセージのためのブロードキャストアドレス
フィールド（ＢＣ＿ＡＤＤＲ）を示す。
【図８】図８は移動局において入力されるブロードキャストメッセージをフィルタリング
するための２つのプロセスのフロー図である。
【図９】図９は移動局において入力されるブロードキャストメッセージをフィルタリング
するための２つのプロセスのフロー図である。
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